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２月１２日（水）１４時から愛知県自動車会館５F第１会議室にお

いて、第１８７回理事会が理事１４名の参加で開催されました。冒

頭、平岩理事長の挨拶があり、正副理事長会で上程された、 

以下の内容（主なもの）について審議され、すべて承認されました。 

１，賛助会員（準会員）の入会について ２，次期理事長候補の選

出について ３，次期員外理事候補の選出について ４，日車協連の

動きについて 

 

愛知県の車体・電装品・タイヤの特殊整備工場部門３団体で構成す

る連絡会「第１４回特殊整備工場部門連絡会」（通称３特会）が３月５

日（水）１１時から愛知県自動車会館愛車協事務局において開催され

ました。各組合の理事長、事務局員６名が出席しました。 

冒頭平岩会長から、「今後とも益々３団体による良い連携を図り、自

動車の特殊整備事業の発展に繋げていきたいと思っております」と挨

拶がありました。会議では、次期振興会理事候補として、平岩理事長

が推薦されたほか、各団体の状況など意見交換を行いました。 

 
第１８７回理事会で、賛助会員（準会員）として入会が承認されましたのでお知らせします。 

 

①  新明工業㈱ボディサービスセンター  

豊田市前田町2-40 代表取締役：近藤恭弘 担当者 岡田忠生 

３月３１日付けで組合員を退会して、４月１日から準会員として加入していただくことにな

りました。今後は、準会員として引き続きよろしくお願いします。 

 

②  ㈱ヤナセオートシステムズ中部営業部BPセンター小牧 

小牧市西之島雉子野1694 中部営業部長：小野博之 担当者：磯竜介 

２月から、準会員として入会していくことになりましたので、よろしくお願いします。 

 
 ２月３日（月）付けでお知らせしましたがした、「第２１回通常総会」において、「永年勤続優良

自動車車体整備組合員事業所役員・従業員」の愛車協理事長表彰を行います。 

 

「愛車協理事長表彰候補者推薦書」に必要事項を記載の上事務局あて推薦をお願いします。 

４月３日（木）までに推薦書を事務局あて郵送または持参してください。 

・表彰候補者の資格要件 

事業所役員・従業員 責任感強く事業所の業務の遂行に功績顕著と認められ他の模範とする者で

組合事業所において10年以上自動車車体整備の業務に従事した者 
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愛知県自動車車体整備協同組合  

発 行責任者：正治 博史 



 
後期健康診断が２月19日～２１日の３日間１１ヶ所において、４０社 

１３５名が受診されました。毎回検診会場を提供くださる組合員様及び、

会場の手配していただいている組合員様に心より感謝申し上げます。 

次回も引き続き、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 愛知県自動車会館→                           

 
愛知県は令和６年中に、自動車を全国で１番多く盗まれました。

また、令和３年以降自動車盗難は高止まりしており（ワースト 

1位～2位）の状態となっています。 

盗難多発車種は「ランクル」「プリウス」「アルファード」「レク

サスＬＸ」「レク、サスＲＸ」です。 盗難対策としてメーカー

によるセキュリティのアップグレードや純正以外の後付けの防犯

対策など今すぐ複数の対策を講じましょう。日本損保協会中部支

部は、盗難認知件数を減少させる取り組みと

して、愛知県警、盗難防止協議会と連携し、

自動車盗難多発地域居住かつ盗難多発車種を

保有する保険契約者等に対して、ハンドルロ

ックの無料貸し出しを実施しています。 

ハンドルロックは、メタルワイヤー式ハンド

ルロックとT字型ハンドルロックの2種類合計

150台です。貸し出しを希望する方は、QRコードからにアクセスし申込してください。 

問い合わせ先：一般社団法人日本損害保険協会中部支部 TEL052-249-9760 

 
特定整備工場の認証取得済工場数は、２月末現在愛知県内に4,033工場（愛整振情報）あります。 

その内、愛車協組合員（１３７社）の取得者数は、次のとおりです。 

① 整備主任者等資格取得講習者数：１４７名 

② 電子制御装置整備の特定整備工場取得者数：１２４社 

③ ②の内電子制御装置整備（分解整備未取得）のみ工場取得者数：２８社 

 
国土交通省から、未認証工場による OBD 検査システムの利用を防止する注意喚起がされていま

す。OBD検査システムへのアクセスは、指定工場や認証工場などの関係者に限定しています。 

未認証工場が OBD 検査システムのⅠD を使用した場合、不正アクセス行為の禁止等に関する法

律に基づき、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。 

また、これを幇助・教唆した者も、30万円以下の罰金に処される可能性があります。 

さらに、他者にⅠDを使用させた場合、その認証工場のⅠDは剥奪されます。 

詳しくはHPでご確認ください。https://www.mlit.gjp/jidosha/jidosha_OBD_company.html 

 
3月に入り、いよいよ春の訪れを感じる季節となりました。朝晩の冷え込みはまだ残りますが、日

中は暖かさが増し、梅の花や早咲きの桜も見られるようになってきました。春は自然の息吹を感じ

るとともに、新しい活力を得る時期です。日々の業務においても、この春のエネルギーを存分に活

かし、より一層の努力を重ねてまいりましょう。 

https://www.mlit.gjp/jidosha/jidosha_OBD_company.html

